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１【提出理由】

　2020年６月25日開催の当社第100期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する

ものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2020年６月25日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　配当財産の種類

金銭

ロ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金５円　　　　　総額1,177,144,325円

ハ　剰余金の配当が効力を生じる日

2020年６月26日

 

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として玉村　和己氏、茅本　隆司氏、杉山　徹氏、貫名　清彦氏、

上村　和久氏、末　啓一郎氏、田中　克子氏、玉越　浩美氏を選任する。

 

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として清水　健二氏、海老原　一郎氏、芦澤　美智子氏を選任する。

 

第４号議案　監査役補欠者１名選任の件

監査役補欠者として向　宣明氏を選任する。
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(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果及び賛
成割合（％）

第１号議案

剰余金の処分の件

 

2,170,782

 

1,937

 

39

 

（注）１

 

可決　99.91

第２号議案

取締役８名選任の件

玉村　和己

茅本　隆司

杉山　徹

貫名　清彦

上村　和久

末　　啓一郎

田中　克子

玉越　浩美

 

 

1,811,003

1,824,883

1,895,379

1,895,840

1,830,256

1,902,784

1,902,601

2,171,564

 

 

357,360

347,846

13,183

12,722

78,306

5,778

5,961

1,165

 

 

4,395

29

264,196

264,196

264,196

264,196

264,196

29

（注）２

 

 

可決　83.35

可決　83.99

可決　87.23

可決　87.26

可決　84.24

可決　87.57

可決　87.57

可決　99.95

第３号議案

監査役３名選任の件

清水　健二

海老原　一郎

芦澤　美智子

 

 

1,887,673

1,907,754

1,907,712

 

 

285,023

778

820

 

 

59

264,226

264,226

（注）２

 

 

可決　86.88

可決　87.80

可決　87.80

第４号議案      

監査役補欠者１名選任の件

向　宣明

 

1,907,802

 

760

 

264,196

 

（注）３

 

可決　87.81

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．可決要件及び決議の結果（賛成の割合）の算定基礎は、次のとおりであります。

総株主の議決権の個数　　　2,352,637

議決権行使された議決権　　2,172,755

 

以　上
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